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【研究の目的】 
地理的表示は、同一品質のプロダクトであることが前提なので、当該域内の品質競争を事実上止めてし

まう。この見過ごされがちな点の影響評価と、工業製品に関して登録を認めるとすれば採用されるべき
条件（登録要件）を掘り下げて検討し、望ましい制度設計の提案を目指す。 
 

【研究活動及び成果】 
総括 
日本の八丁味噌判決等を素材に検討を行っている（内部研究会を３回開催）。 
なお、EU の地理的表示制度（工芸品）が発足したので、検討を開始した。 
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